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「
金
星
と
三
日
月
」

オ
ン
資
義
務
化
や
保
険
証
廃

止
な
ど
実
際
の
診
療
に
関
係
の

な
い
事
柄
で
悩
ま
さ
れ
る
日
々

で
あ
る
。た
め
息
で
も
つ
い
て
、

空
を
見
上
げ
る
し
か
な
い
。

こ
の
春
、
夜
空
で
は
実
は
今

年
最
大
の
天
体
シ
ョ
ー
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
３
月
24
日
の
夕
方
、

三
日
月
と
金
星
の
大
接
近
で
あ

っ
た
。

渡
部
潤
一
氏
の
文
に
よ
れ
ば

「
月
齢
２
・
７
と
い
う
細
い
三

日
月
そ
し
て
そ
の
上
に
宵
の
明

星
で
あ
る
金
星
が
マ
イ
ナ
ス
４

等
ほ
ど
の
輝
き
を
放
ち
な
が
ら

接
近
す
る
」
と
あ
っ
た
。

三
日
月
が
受
け
皿
の
よ
う
に

な
り
、
そ
の
真
上
に
金
星
が
光

る
。三

日
月
の
影
の
部
分
の
輪
郭

も
金
星
に
照
ら
さ
れ
て
、
輪
郭

線
と
な
っ
て
丸
く
見
え
た
。
ま

る
で
、
ブ
ロ
ー
チ
か
勲
章
の
様

で
あ
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
国
々

は
三
日
月
を
国
旗
の
モ
チ
ー
フ

に
す
る
。
こ
の
形
は
モ
ー
リ
タ

ニ
ア
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
の
国

旗
で
あ
る
。

月
が
去
っ
て
も
、
も
う
ひ
と

つ
お
ま
け
が
あ
っ
た
。
４
月
３

日
19
時
５
分

Ｉ
Ｓ
Ｓ
国
際
宇

宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
盛
岡
の
空

で
見
ら
れ
た
。
雲
の
中
か
ら
西

の
金
星
の
下
を
航
空
機
の
速
度

よ
り
、
少
し
早
い
光
が
左
へ
、

火
星
の
下
を
通
過
し
て
、
オ
リ

オ
ン
座
の
上
を
南
に
向
か
い
、

雲
の
中
へ
消
え
去
っ
た
。

点
滅
が
な
く
、
ス
マ
ホ
で
撮

影
す
る
と
四
角
の
光
で
あ
っ
た
。

皆
さ
ん
も
時
に
、
夜
空
を
見

上
げ
て
見
て
下
さ
い
。
少
し
気

が
晴
れ
る
か
も
。　
　
（
黒
田
）

﹁
ト
ラ
ブ
ル
あ
り
﹂
６
割
超

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は

回
答
し
た
医
療
機
関
の
う
ち

90
・
３
％
が
実
施
、
う
ち

62・５
％
が
ト
ラ
ブ
ル
が「
あ

っ
た
」
と
回
答
。

ト
ラ
ブ
ル
の
内
訳
は
、「
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ー
ま
た
は
パ
ソ

コ
ン
の
不
具
合
で
マ
イ
ナ
保

険
証
の
読
み
取
り
が
で
き
な

か
っ
た
」
が
57
・
１
％
で
最

多
、
次
い
で
「
保
険
者
情
報

が
正
し
く
反
映
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
」
が
54
・
３
％
で
し

た
。
さ
ら
に
、
他
人
の
情
報

に
紐
づ
け
さ
れ
て
い
た
ケ
ー

ス
が
２
件
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
医
療
事
故
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
問
題
で
す
。

結
局
︑
保
険
証
で
確
認

「
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
時

点
で
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
か
」
と
い
う
質
問
で
は
、

「
健
康
保
険
証
で
資
格
確
認

を
し
た
」
が
84
・
３
％
、
ま

た
、
ト
ラ
ブ
ル
対
応
で
、「
い

っ
た
ん
10
割
会
計
を
請
求
し

た
」
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
か
と

い
う
質
問
に
対
し
、
７
・
２

％
が
「
あ
っ
た
」
と
回
答

し
ま
し
た(

１
〜
２
件
あ
り

４
・
３
％
、
３
〜
４
件
あ
り

２
・
９
％)

。
資
格
確
認
時

の
エ
ラ
ー
に
よ
り
10
割
を
請

求
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の

は
深
刻
な
事
態
で
あ
り
、
シ

ス
テ
ム
の
修
正
、
保
険
証
の

継
続
な
ど
の
対
策
が
急
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。

全
国
的
な
問
題
に
よ
り
、

運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
変
更
さ

れ
、
ト
ラ
ブ
ル
時
は
患
者
の

生
年
月
日
情
報
に
基
づ
き
自

己
負
担
（
３
割
等
）
を
支
払

っ
て
も
ら
い
、
正
確
な
資
格

情
報
が
確
認
で
き
た
段
階
で

必
要
な
手
続
き
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。
資
格
確
認

が
で
き
る
ま
で
の
間
、
未
収

金
が
発
生
し
、
も
し
無
保
険

だ
っ
た
場
合
、
医
療
機
関
で

は
保
険
者
に
７
割
分
の
請
求

が
で
き
ず
、
問
題
が
解
決
さ

れ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

ト
ラ
ブ
ル
続
出

「
保
険
証
の
記
号
の
誤
入

力
を
妨
げ
る
」、「
レ
セ
プ
ト

の
資
格
確
認
の
不
備
が
減
り

助
か
っ
て
い
る
」
な
ど
、
メ

リ
ッ
ト
を
指
摘
す
る
意
見

も
あ
っ
た
も
の
の
、
手
間
が

増
え
た
と
い
う
意
見
の
方
が

は
る
か
に
多
く
、「
顔
認
証

読
み
取
り
不
能
。
毎
回
同
じ

手
続
き
が
面
倒
だ
と
言
わ
れ

た
」、「
オ
ン
ラ
イ
ン
で
無
効

等
の
表
示
が
出
た
ケ
ー
ス
が

数
十
件
、
保
険
証
で
登
録
し

よ
う
と
し
た
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
『
既
に
患
者
情
報
が
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
』
と
全
く
別

の
氏
名
が
表
示
さ
れ
た
ケ
ー

ス
が
１
件
あ
っ
た
」
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
ま
し
た
（
事
例
等

は
２
面
に
掲
載
）。

ま
た
、「
毎
回
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
機
械
に
入
れ

る
作
業
が
面
倒
ら
し
く
、
２

回
目
か
ら
は
保
険
証
を
出
す

方
が
多
い
」
と
い
う
意
見
も

あ
り
、
利
用
者
も
利
便
性
を

４月１日以降トラブル
があったか

なかった
37.5％

トラブル時、すぐに対応で
きなかった事例はあったか

あった
（1 ～ 5 件）

22.9％

なかった
61.3％ あった

（11件以上）
2.9％

無回答
12.9％

感
じ
て
い
な
い
こ
と
が
伺
え

ま
す
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
、
２
０
２
１
年
に
デ
ジ
タ

ル
庁
で
掲
げ
た
「
誰
一
人
取

り
残
さ
れ
な
い
、
人
に
優
し

い
デ
ジ
タ
ル
化
」
と
は
実
態

が
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が

浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
シ
ス
テ
ム

が
不
完
全
で
、
ト
ラ
ブ
ル
が

続
出
し
て
い
る
中
、
２
０
２

４
年
秋
に
健
康
保
険
証
を
廃

止
す
る
の
は
無
理
が
あ
り
ま

す
。
当
会
で
は
５
月
31
日
に

国
会
議
員
に
対
し
、
拙
速
な

保
険
証
廃
止
法
案
の
採
決
を

し
な
い
よ
う
緊
急
要
請
を
行

っ
た
ほ
か
、
６
月
８
日
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険

証
利
用
義
務
化
に
反
対
す
る

抗
議
声
明
を
発
表
し
ま
し

た
。６

月
21
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
、
22

日
Ｉ
Ｂ
Ｃ
、
め
ん
こ
い
テ
レ

ビ
で
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

【トラブルの内容】（複数回答可）

マイナ保険証の不具合（IC チップの破損等）で
読み取りができなかった 15.7%

カードリーダーまたはパソコンの不具合により
マイナ保険証を読み取りできなかった 57.1%

保険者情報が正しく反映されていなかった
（無効・該当資格なしと表示されたなど） 54.3%

他人の情報に紐づけられていた 2.9%

上記のトラブルが発生したことに対して、
患者から苦情を言われた 12.9%

無回答 4.3%
0% 20% 40% 60%

オンライン資格確認のコールセンターに
連絡をしたが、すぐに繋がらなかった 22.2%

レセコンメーカーに連絡をしたが、
すぐに繋がらなかった 44.4%

健康保険証を持ち合わせておらず、
すぐに資格を確認できなかった 33.3%

保険者に連絡したが、
資格を確認できなかった 0.0%

その他 22.2%

【すぐに対応できなかった原因】（複数回答可）

0% 20% 40%

オン資トラブル「あった」６割超
正しい保険情報の確認できず混乱

　当会では、オンライン資格確認のトラブルアンケートを５月24日にFAX
登録会員を対象に実施し、124名から回答を得ました(回答率17.５％ )。

６
月
18
日
㈰
、
盛
岡
の
エ

ス
ポ
ワ
ー
ル
い
わ
て
で
第
46

回
定
期
総
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
５
類
へ
見
直
し
さ
れ
て
日

が
浅
い
こ
と
か
ら
、
昨
年
同

様
、記
念
講
演
会
は
行
わ
ず
、

総
会
と
懇
親
会
の
み
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。

		

定
期
総
会
に
先
立
ち
、
物

故
会
員
の
先
生
方
の
功
績
を

偲
び
黙
祷
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
坂
本
副
会
長
の
開
会
の

辞
に
続
き
、
小
山
田
会
長
が

第
46
回
総
会
を
迎
え
、
会
員

や
役
員
の
協
力
に
対
し
て
感

謝
を
述
べ
た
ほ
か
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
５
類
移
行

に
際
し
、
新
し
い
生
活
へ
の

適
応
と
そ
れ
に
伴
う
協
会
と

し
て
の
活
動
の
躍
進
、
さ
ら

に
『
会
員
の
た
め
に
な
る
保

険
医
協
会
』
を
目
指
す
旨
を

述
べ
、「
皆
様
の
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

		

総
会
で
は
、
全
て
の
議
案

が
拍
手
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

		

総
会
後
は
、
３
年
ぶ
り
に

会
員
限
定
の
懇
親
パ
ー
テ
ィ

ー
を
開
催
し
、
懇
親
を
深
め

ま
し
た
。

			

医
療
を
取
り
巻
く
情
勢
や

国
民
生
活
も
厳
し
い
状
況
で

す
が
、「
国
民
の
命
と
健
康

の
確
保
を
図
る
」「
保
険
医

の
経
営
と
生
活
、
権
利
を
守

る
」
と
い
う
２
つ
の
目
的
を
柱

に
、
定
期
総
会
で
決
定
し
た

活
動
方
針
に
も
と
づ
き
、
役

職
員
一
同
が
一
丸
と
な
っ
て

活
動
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

会
員
の
た
め
に
な
る

保
険
医
協
会
を
目
指
し
て

第
46
回
定
期
総
会
を
開
催

オン資トラブル「あった」６割超
４月以降

総会のようす

あった
62.5％
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短
期
証
廃
止
で
「
無
保
険
状
態
に
」

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
等
の
一
部

改
正
法
案
が
６
月
２
日
参
議
院

本
会
議
で
可
決
、
成
立
し
ま
し

た
。
こ
の
法
案
に
は
健
康
保
険
証

の
廃
止
に
伴
い
、
短
期
被
保
険
者

証
（
以
下
、「
短
期
証
」）
の
仕
組

み
は
廃
止
す
る
こ
と
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
法
の
も
と
、
市

町
村
は
「
保
険
料
が
納
付
で
き
な

い
『
特
別
の
事
情
』
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
原
則
１
年
以
上
保

険
料
を
滞
納
し
て
い
る
者
に
対

し
て
『
資
格
証
明
書
』
を
交
付
す

る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

資
格
証
明
書
は
保
険
証
と
違

い
、
い
っ
た
ん
窓
口
で
10
割
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
患
者

さ
ん
は
そ
の
後
、
保
険
者
に
医
療

費
の
償
還
払
い
を
申
請
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
現
在
で
も
手

続
き
の
際
に
は
保
険
料
の
納
付

を
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
た
め
、
多

く
の
方
が
申
請
を
躊
躇
し
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。

資
格
証
へ
の
切
り
替
え
は
あ

ま
り
に
厳
し
い
措
置
の
た
め
、
こ

れ
ま
で
は
国
が
通
知
を
出
し
て

「
滞
納
世
帯
に
対
し
て
は
短
期
証

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
可
能

な
限
り
滞
納
者
と
の
接
触
の
機

会
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
」
と
し

て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
短
期
証
が
あ
る
こ

と
で
、
無
理
な
納
付
強
要
等
の
問

題
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
患

者
さ
ん
は
医
療
に
ア
ク
セ
ス
す

る
こ
と
が
で
き
、
現
物
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
現
在
は
「
資
格
証
交
付

世
帯
で
あ
っ
て
も
、
医
療
を
緊
急

に
受
け
る
必
要
が
生
じ
、
保
険
者

に
医
療
費
の
支
払
い
が
困
難
で

あ
る
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、

緊
急
的
な
対
応
と
し
て
短
期
証

を
交
付
で
き
る
」
と
い
う
運
用
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
対
応
に
つ
い
て
も
今
後

は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

今
回
の
法
案
成
立
は
こ
う
し

た
現
実
を
無
視
し
た
も
の
で
、
48

万
世
帯
の
短
期
証
交
付
世
帯
に

影
響
が
及
ぶ
も
の
で
す
。
県
内
で

は
令
和
４
年
、
４
２
８
２
世
帯
が

短
期
証
を
交
付
さ
れ
て
お
り
（
表

１
）、
無
保
険
と
な
れ
ば
必
要
な

医
療
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
廃
止
に
関
す
る
会
員

調
査
で
も
、
62
％
の
先
生
が
反
対

し
て
お
り
、「
性
急
す
ぎ
る
」、「
政

府
が
信
用
で
き
な
い
、
弱
者
へ
の

配
慮
が
な
い
」、「
利
を
得
る
の
は

だ
れ
か
？
他
の
方
法
も
あ
る
と

考
え
ま
す
」
な
ど
を
理
由
に
挙
げ

て
い
ま
す
。

短期被保険者証（短期証）
（交付世帯数：48万（令和3年6月
時点））

被保険者資格証明書（資格証）
（交付世帯数：9.9万（令和3年6月時点））

短期証・
資格証の
性質

〇有効期間の短い被保険者証
◆医療機関の窓口で提示すれば、

通常の一部負担金で受診するこ
とができる

◆有効期間は個々の滞納世帯の状
況に応じ、保険者が決定（例：6ヵ
月、3ヵ月、1ヵ月）

〇被保険者であることを示す証明書
◆資格証の交付を受ける世帯は、被保険者
証を保険者に返還する

◆医療機関の窓口で、医療費を全額支払っ
た後、保険者に医療費の償還払いを申請
することができる（特別療養費の支給）

対象

〇保険料を滞納している場合
※資格証交付世帯であっても、被保険者
が医療を緊急に受ける必要が生じ、保
険者に医療費の支払いが困難である旨
を申し出た場合には、緊急的な対応と
して交付することができる

※資格証交付世帯であっても、高校生世
代以下の被保険者については、短期証
を交付する

〇保険料を納付することができない「特別
の事情」がないにもかかわらず、1年間
保険料を滞納している場合

※特別の事情は以下
・世帯主の財産が災害または盗難にあった
・世帯主またはその者と生計を一にする親族が病
気または負傷した

・世帯主が事業を廃止または休止した
・世帯主の事業に著しい損失があった
・以上と類する事由があった

⬇
法案が示した変更点の概要

短期証　⇒ 制度自体が廃止 資格証　⇒「特別療養費」の通知のみに変更

改正法案
の概要 〇制度そのものが廃止に

〇特別療養費の支給に変更する旨の通知の
みに変更（証明書の交付はしない）
※高校生世代以下の子どもについては特別
療養費の対象としない

※今後の具体的な運用については未定

表１　資格証明書と短期被保険者証

年 度
資格証明書 短期被保険者証

交付対象
世帯数

未交付
世帯数

交付対象
人数

交付対象
世帯数

未交付
世帯数

交付対象
人数 未交付者

R4年 66 1 76 4,282 792 6,954 991
盛 岡 市 4 4 4 4 
宮 古 市 2 2 168 56 255 62 
大船渡市 141 35 193 40 
奥 州 市 6 1 7 443 118 686 128 
花 巻 市 7 7 246 5 415 5 
北 上 市 478 165 709 195 
久 慈 市 150 6 231 12 
遠 野 市 6 7 120 70 180 98 
一 関 市 733 11 1,200 11 
陸前高田市 101 2 161 2 
釜 石 市 2 3 125 62 212 87 
二 戸 市 138 241 
雫 石 町 11 14 74 13 129 17 
葛 巻 町 7 8 24 46 
岩 手 町 122 1 231 1 
八幡平市 5 5 144 51 222 61 
滝 沢 市 271 1 471 1 
紫 波 町 76 10 125 10 
矢 巾 町 71 30 127 39 
西和賀町 2 2 1 1 
金ヶ崎町 43 13 74 16 
平 泉 町 26 2 39 2 
住 田 町 1 1 12 24 
大 槌 町 67 21 142 35 
山 田 町 3 3 162 284 
岩 泉 町 5 2 7 2 
田野畑村 22 9 37 12 
普 代 村 10 13 17 27 
軽 米 町 68 27 113 50 
洋 野 町 135 46 224 61 
野 田 村 13 4 18 4 
九 戸 村 10 22 
一 戸 町 72 25 104 40 
R4年9月1日現在。市町村により交付期限、交付月及び方法が異
なるため単純には比較できない。資格証明書の未交付は居所不明。
短期は一定期間経過後郵送。 岩手社保協資料より

現行制度
マ
イ
ナ
保
険
証

トラブル事例（一部）
●旧住所で登録されていたり、新しい保険証が登録されてい
ない。後期高齢の負担割合が正しく登録されていない
●マイナンバーカードを読み取りしても、保険情報が確認
出来なかったり、エラーと表示される。カードリーダー
やパソコンの不具合なのか、どこに問題があるのかは不
明
●有効期限内のカードで「有効期限が過ぎています」と表
示され、顔認証できなかった

「義務化」したことや導入後の感想・意見（一部）
●マイナ保険証の必要性を全く感じない
●システムが信頼性ないので、とても困ります
●操作方法を聞かれ手間がかかる事が多い
●トラブルもあり、ベンダーも対応に困っているようで、
すぐに対応してくれない。義務化はやめた方が良いと思う
●マイナンバーカードを利用すると、診療報酬が減り、利
用者が増えると病院の収入は減る事になる。初期の整備
費用だけでなく運用にかかる。費用を恒久的に賄える仕
組みが必要と思われます
●保険証の紐づけをされていない方が多く、自分で把握し
ていない。オンライン確認の保険情報が少ない。特に資
格取得日が知りたい。保険証に記載されている情報が全
て入ってくれば良いと思う。電子カルテではないので使
いづらい。薬剤情報が前月までの情報しか見られない。
直近の薬剤情報が必要
●災害や停電などでマイナンバーが使用出来ないと困るの
で、保険証は廃止しないで欲しい。保険証変更になった
場合、新しい保険証が登録されるまで 3ヵ月かかると言
われた。正しい保険情報の確認ができず混乱している
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(3)　2023年７月５日 「第三種郵便物認可」 岩 手 県 保 険 医 新 聞 第 562 号

■　協会ホームページでも情報発信していますので、ぜひご覧下さい。https://www.i-hoken-i.org またはインターネットで「岩手県保険医協会」で検索してください。

 岩手県知事選挙候補予定者アンケート 
　令和 5年 9月 10日任期満了に伴う岩手県知事選挙
に先立ち、当会では、知事選候補予定者にアンケート
を 4月 27日に依頼しました。回答をいただきました
ので投票の際の参考にしていただければ幸いです。	 	
																																																				左から回答順

千葉 絢子 氏（44） 達増 拓也 氏（59）

1

　5月8日より新型コロナウイルス感染症は5類となりますが、当
会が行った会員アンケートでは、公費負担廃止による受診・検査の
手控えや感染の急拡大を懸念する声が多数ありました。また、入院
先の確保について不安がある医院が約半数、62％が行政による入院
調整は継続してほしいと回答しています。
　9月末までは入院調整が難しい場合は保健所が対応するとしてい
ますが、発熱外来は人手も時間もかかり、入院調整までとなるとか
なりの負担になります。コロナ特例が5月7日で終了し、発熱患者
を診ている診療所はこれまでと同様の感染対策をしながらの診療と
なります。県として、コロナの検査や発熱患者受け入れ医療機関へ
の補助金や入院調整の継続を行ってほしいですが、いかがお考えで
すか。

　新型コロナについては、5類移行
後においても引き続き、地域の医療
体制に支障が出ない様に、県として
適切に支援対応を行う必要があると
考えます。

　5類移行後の入院調整については、季節性インフルエンザと同
様に医療機関間による自律的な通常の対応となりますが、県では、
当面の間、入院調整に混乱が生じないよう、行政による伴走型支
援を実施し、円滑な移行に向けた体制を構築していきます。
　また、外来対応する感染対策を行った医療機関での診療や入院
調整については、診療報酬の特例加算となるほか、院内の感染対
策に係る設備整備に係る補助金についても一部継続するよう準備
を進めているところです。

2

　医療機関（医科・歯科）も物価高、光熱費の高騰で大きな影響を
受けています。昨年度、県は物価高騰対策支援金を無床診療所に対
し15万円給付しました。物価高騰は現在も続いています。医療機
関（発熱外来等をしている医科診療所）の収入は公的な診療報酬の
みとなっており、これまで以上に経費がかさんでいます。コロナ対
応やオンライン資格確認で業務が増す中、支給に一定の要件を満た
すのではなく、前回同様、一律の継続的な支援を医療機関に対して
行ってほしいですが、いかがお考えですか。

　継続的な物価高騰や、賃上げの原
資に関しては、診療報酬改定で抜本
的な対応を行うことが必要であると
考えます。また、改定が行わるまで
の間は、地方創生臨時交付金を原資
とした対応を行うこととなります
が、その制度の設計については、一
律の支援が重要であると考えます。

　令和４年度に物価高騰対策支援事業を実施したところですが、
今般の令和５年度第１号補正予算において追加の予算措置を行い、
光熱費が高騰している医療施設の負担を軽減するため、病院及び
有床診療所は１施設あたり20万円に、１床につき１万円を加算し
た額を、また、特別高圧を受電する医療機関に対して、1床あたり
４万円を加算した額を、その他医療施設は、１施設あたり最大10
万円の物価高騰対策支援金を支給することとしています。

3

　少子高齢化で2040年には現役世代が急減し、医療・介護従事者
も約100万人が不足すると推計されています。現在でさえ、本県は
医師不足で沿岸部の医療提供体制は不十分な状況で、出産できない
地域もあります。本県の医師不足（医師の地域偏在や産科・小児科
医の不足）の対策についてお考えをお願いします。

　まずは目の前に迫った医師の働き
方改革への対応により、地域医療の
崩壊を防いでいきたいと考えていま
す。また、長期的には、地域枠の更
なる充実などにより、地元出身医師
の養成や、医療DXにより、オンラ
イン診療からオンライン服薬指導の
一気通貫のシステム構築などを通し
て、医療へのアクセス簡易化を図っ
ていきたいと思います。

　岩手県医師確保計画に基づき、奨学金養成医師の計画的な配置
や、即戦力医師の招聘の取組を重点的に行うとともに、産科・小
児科を選択した奨学金養成医師については、義務履行の全期間を
地域周産期母子医療センターで勤務できる特例措置を設けるなど、
地域・診療科偏在の解消に取り組んでいきます。

4

　2022年の出生数は80万人を割り込み、県内の出生数も6,048人
と戦後最少、減少率は全国ワーストでした。国立社会保障・人口問
題研究所の2021年の調査で、理想の数の子どもを持たない理由と
して、子育てや教育にお金がかかりすぎると答えた人が77.8％で
した。
　本県の少子化対策についていかがお考えですか。

　引き続き、子育て支援に力を入れ
ていくと同時に、婚姻率の低下が少
子化の一番大きな要因ですので、若
者の所得向上の政策に力を入れてい
きたいと考えています。

　少子化対策は、結婚、妊娠・出産、子育てなどの各ライフステ
ージに応じた総合的な施策の強化により、「生きにくさ」を「生き
やすさ」に変えていくことが必要です。
　このため、不妊治療に要する交通費への助成、第２子以降の３
歳未満児を対象とした所得制限を設けない保育料の無償化など、
市町村と連携し、全国トップレベルの子ども子育て環境をつくり、
希望する全ての県民が、経済的な制約等にとらわれずに、安心し
て子どもを生み育てられる社会の実現を目指しています。

5

　県内各自治体が子ども医療費助成制度を独自に行っています。
　県は現物給付の対象を今年8月より中学生から高校生まで拡充し
ますが、県の基準は変わりません。県としてせめて義務教育期間で
ある中学生までを対象にすることや所得制限の撤廃、一部自己負担
の引き下げなどを行うことについていかがお考えでしょうか。

　一部引き下げなどの検討を行う必
要があると思います。

　子どもの医療費助成は、本来、自治体の財政力の差などによらず、
全国どこの地域においても同等な水準で行われるべきであり、全
国一律の制度を創設するよう、今後も全国知事会とも連携し、粘
り強く国に提言していきます。
　また、県の医療費助成の対象拡大等については、本県の厳しい
財政状況を踏まえ、国の動向を注視しながら、県の医療・福祉政
策全体の中で、総合的に検討する必要があるものと考えています。

6

　当会で行った調査の結果、学校健診で要受診とされたにも関わら
ず、未受診の児童・生徒が年齢が上がるにつれ相当数となることが
明らかとなりました。早期発見・早期治療が大事ですが、親が仕事
を休めず通院できなかったり（経済的事情）、子ども自身が部活や
習い事で忙しく受診できない環境、口腔や全身管理の重要性が理解
されていない現状があります。
　2021年度学校保健統計の調査結果では、県内の子どもの肥満傾
向が明らかとなるなど、子どもの将来に影響を及ぼす恐れがありま
す。子どもたちが受診しやすくするためにはどのような方策が有効
と考えますか。

　教育委員会・福祉部署等が持つ情
報を統合することにより、高リスク
な子どもの見える化を進め、その上
で個別の働きかけを行っていくなど
の取組みが必要だと考えます。

　健康に関する指導については、授業における病気の予防等の学
習に加え、児童生徒の発達段階に応じて、健康に関する講演会を
開催するなど、学校の教育活動全体を通じて行っています。
　健康診断の結果による要受診の児童生徒の受診については、早
期発見・早期治療に対する家庭の理解が大切であることから、本
人及び保護者に対する保健指導や個別健康相談などの充実が重要
と考えます。

7

　令和3年度の国保の滞納世帯数は県内で11,940世帯（7.19％）、
令和4年度の資格証明書発行は66世帯、短期証発行は4,282世帯と
なっています。後期高齢者医療保険料の滞納者数は令和4年723人、
短期証交付者数は469人（前年度166人）と短期証交付者数が大幅
に増えています。国保料や後期高齢者医療保険料が払えない人へど
のように対応したいとお考えですか。

　まずは、保険料減免制度の適正な
運用を行うと同時に、国保運営の効
率化等を一層進めることで、国保財
政の安定化に取り組んでいきたいと
考えています。

　資格証明書や短期被保険者証は、滞納者の納付相談の機会を確
保するため交付しているものであり、市町村に対し、滞納者個々
の事情に十分配慮した、きめ細やかな対応をするよう要請してい
るところです。
　今後においても、各市町村に対し、機械的な運用とならないよう、
滞納者の特別な事情の有無の把握を適切に行うとともに、分割納
付や徴収猶予の対応を行う等、個々の状況に応じた丁寧な対応を
求めていきたいと考えております。

8

　県では障害者手帳の交付から外れた18歳未満を対象とした補聴
器購入費の助成を行っていますが、所得制限があります。補助制度
の対象外である近視補正等のための眼鏡及び同じく補助制度の対象
外である軽度難聴等の補聴器の購入費用、保険適用外である歯科矯
正の治療費用について助成を創設することについていかがお考えで
しょうか。

　補助制度の創設は、助け合いの観
点から重要であると考えます。一方
で、所得制限の在り方については、
もう少し弾力的な運用と同時に、所
得の制限額も引き上げを行うことを
検討する必要があると思います。

　身体障害者手帳により受けられる自立支援医療給付や補装具費
の支給等については、市町村が実施主体であり、手帳の交付対象
とならない軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入費助成は実
施市町村に対して助成しているところです。
　軽度・中等度の難聴については、補聴器の支給対象となるよう、
身体障害者福祉法を改正し、聴覚障がいの程度を拡充するよう国
に要望しているところですが、その他の障がいも含め、医療給付
や補装具の支給については、国や市町村の動向等を注視していき
ます。

9 　これからの医療・介護の政策について、特に力を入れたいことは
なんですか。（子育て支援も含めて）

　まずは、少子化対策に一番に取り
組みたいと思います。少しでも県内
の人口減少を和らげることで、財政
的基盤を安定化させ、同時に県内の
働き手の確保に努めていきたいと考
えています。
　その上で広い岩手県内において、
どこに住んでいても安心して医療が
受けられる体制の構築に取り組んで
いきます。

　昨年度末に策定した「いわて県民計画（2019～2028）」第２期
政策推進プランにおいて、人口減少対策に最優先で取り組むこと
とし、今後４年間に取組を強化すべき項目を「重点事項」として明
示しています。
　保健・医療・福祉に関わる分野では、「結婚・子育てなどライフ
ステージに応じた支援」や「災害や新興感染症など様々なリスクに
対応できる安全・安心な地域づくり」に重点的に取り組むことと
しており、具体的な施策を力強く推進していきたいと考えていま
す。
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常
任
理
事
会
だ
よ
り
５
月

【
日

時
】

２
０
２
３
年
５
月
23
日
㈫

19
：
30
〜
21
：
07

【
場

所
】

盛
岡
フ
コ
ク
生
命
ビ
ル
会
議
室

【
出
席
者
】

役
員
、事
務
局
併
せ
て
14
名

１
、２
０
２
３
年
４
月
期
活
動
報

告
並
び
に
２
０
２
３
年
５
〜

６
月
期
活
動
計
画
が
承
認
さ

れ
た

２
、２
０
２
２
年
度
収
支
決
算
見

込
報
告
及
び
予
算
案
に
つ
い

て
は
６
月
の
総
務
会
で
決
定

す
る
こ
と
と
な
っ
た

３
、２
０
２
２
年
東
北
グ
ル
ー
プ

保
険
配
当
金
還
付
報
告
が
承

認
さ
れ
た

４
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憲
民
主
党
か
ら
の
県
議
会

議
員
選
挙
要
請
に
つ
い
て
推

薦
は
し
な
い
こ
と
が
承
認
さ

れ
た

５
、講
演
会
の
企
画
が
承
認
さ
れ

た
６
、共
済
掛
金
請
求
に
お
け
る

「
デ
ー
タ
伝
送
」
へ
の
対
応

が
承
認
さ
れ
た

１

前
回
、
ネ
ッ
ト

上
に
医
院
を
誹
謗

中
傷
す
る
書
込
み
を
さ
れ
た

場
合
の
対
応
策
に
つ
い
て
説

明
し
ま
し
た
。
削
除
請
求
を

行
う
場
合
や
弁
護
士
に
相
談

す
る
場
合
に
つ
い
て
ご
質
問

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
回
答

し
ま
す
。

２

⑴

ま
ず
、
書
き

込
み
が
あ
る
Ｕ
Ｒ

Ｌ
を
確
認
し
、
情
報
を
公
開

し
て
い
る
サ
イ
ト
の
管
理
者

は
誰
な
の
か
、
情
報
を
公
開

し
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い
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イ
ト
の
ド
メ
イ

ン
名
の
登
録
者
は
誰
な
の

か
、
情
報
が
保
存
さ
れ
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い

る
サ
ー
バ
ー
の
管
理
者
は
誰

な
の
か
な
ど
を
確
認
し
ま

す
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
管
理
者

の
調
査
に
つ
い
て
は
、
サ
イ

ト
下
部
か
ら
「
会
社
概
要
」

「
運
営
会
社
」
な
ど
の
リ
ン

ク
を
探
し
た
り
、
問
い
合
わ

せ
フ
ォ
ー
ム
や
メ
ー
ル
を
利

用
し
た
り
、
過
去
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
の
情
報
を
調
査
す
る

な
ど
し
ま
す
。

⑵

投
稿
者
の
特
定
手
続
に

は
時
間
制
限
が
あ
り
、
客
観

的
証
拠
を
残
す
た
め
に
も
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
証
拠
化
が

大
事
に
な
り
ま
す
。
Ｕ
Ｒ

Ｌ
が
ヘ
ッ
ダ
な
い
し
フ
ッ
タ

に
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
印
刷

ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
誹
謗
中
傷
の
書
込
み
対
策
に
つ
い
て
②

弁
護
士

渡

部

容

子

寄

稿

し
、
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト

を
撮
る
な
ど
し
ま
す
。

⑶

投
稿
者
に
直
接
削
除
依

頼
す
る
、
運
営
者
に
削
除
依

頼
す
る
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

則
っ
た
削
除
依
頼
を
す
る
な

ど
削
除
を
求
め
る
方
法
は
複

数
あ
り
ま
す
。Tw

itter

や

Instagram

な
ど
で
は
、
投

稿
し
た
本
人
に
直
接
削
除
を

依
頼
し
た
り
、
運
営
会
社
に

通
報
す
る
と
い
う
方
法
が
あ

り
、
個
人
で
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
個
人
で
の
任
意
の

交
渉
に
応
じ
て
も
ら
え
な
い

場
合
や
、
自
分
で
削
除
依
頼

を
す
る
こ
と
に
不
安
が
あ
る

場
合
は
、
弁
護
士
へ
の
依
頼

も
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

削
除
に
要
す
る
時
間
は
メ

ー
ル
や
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
で
削
除
請
求
す
る
方
法
だ

と
１
日
〜
４
週
間
程
度
、
運

営
者
に
削
除
依
頼
す
る
場
合

３
、
４
週
間
程
度
、
仮
処
分

と
い
う
裁
判
手
続
を
す
る
場

合
に
は
最
短
で
２
週
間
〜
数

カ
月
が
一
般
的
だ
と
い
わ
れ

ま
す
が
、
内
容
や
相
手
方
、

方
法
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。３

⑴

弁
護
士
に
依

頼
す
る
場
合
の
費

用
で
す
が
、
弁
護
士
費
用
は

自
由
化
さ
れ
て
お
り
、
各
法

律
事
務
所
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。
多
く
の
場
合
、
次
の

よ
う
な
費
用
が
か
か
り
ま

す
。

①
法
律
相
談
料
：
30
分
５
０

０
０
円
（
税
抜
）
程
度
が

目
安
で
す
。

②
着
手
金
：
弁
護
士
へ
対
応

を
依
頼
し
た
最
初
の
段
階

で
発
生
す
る
費
用
で
す
。

依
頼
す
る
内
容
に
よ
っ
て

も
異
な
り
ま
す
が
、
サ
イ

ト
の
運
営
会
社
に
対
し
て

誹
謗
中
傷
の
削
除
請
求
や

発
信
者
情
報
開
示
請
求
等

を
行
っ
た
よ
う
な
場
合
は

10
万
円
〜
、
裁
判
所
の
手

続
を
利
用
す
る
場
合
は
30

万
円
〜
あ
た
り
が
相
場
だ

と
思
い
ま
す
。

③
日
当
：
遠
方
の
裁
判
所
に

出
頭
し
た
場
合
や
相
手
方

と
の
交
渉
に
出
向
い
た
場

合
に
か
か
る
費
用
で
す
。

１
日
当
た
り
３
〜
５
万
円

が
相
場
で
す
。
最
近
は
裁

判
所
も
ウ
ェ
ブ
会
議
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

の
で
日
当
は
発
生
し
な
い

こ
と
が
多
い
で
す
。

④
報
酬
：
事
件
が
解
決
し
た

場
合
に
払
う
成
功
報
酬
で

す
。
削
除
請
求
の
場
合
、

報
酬
は
な
し
と
す
る
事
務

所
も
あ
り
ま
す
。

⑤
実
費
：
郵
送
費
用
や
交
通

費
等
の
費
用
で
す
。

⑵

依
頼
内
容
に
よ
っ
て
値

段
の
幅
が
変
動
し
て
き
ま

す
。
た
と
え
ば
、
仮
処
分
の

申
し
立
て
を
す
る
場
合
に
は

手
続
が
煩
雑
に
な
る
こ
と
も

あ
り
、
１
０
０
万
円
程
度
の

出
費
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ご
契
約
前
に
は
手
続
と

あ
わ
せ
て
費
用
に
つ
い
て
も

整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

書
き
込
み
か
ら
時
間
が
経
つ

と
発
信
者
の
調
査
が
で
き
な

く
な
る
な
ど
不
都
合
が
生
じ

か
ね
ま
せ
ん
の
で
早
め
の
対

処
を
お
す
す
め
い
た
し
ま

す
。北

上
駅
か
ら
徒
歩
３
分
の

場
所
に
自
家
焙
煎
珈
琲
を
味

わ
え
る
カ
フ
ェ
が
あ
り
ま

す
。
ラ
ン
チ（
ド
リ
ン
ク
付
）

は
１
２
０
０
円
と
１
３
０
０

281味処

北上市

CAFE

TAIMEIKAN

オムバーグ（1,300 円）

円
の
２
種
類
。

メ
ニ
ュ
ー
に
写
真
が
載
っ

て
い
た
オ
ム
バ
ー
グ
（
１
３

０
０
円
）
に
魅
か
れ
、注
文
。

飲
み
物
は
＋
50
円
で
カ
フ
ェ

ラ
テ
に
し
ま
し
た
。

最
初
に
運
ば
れ
て
き
た
の

は
椎
茸
の
ス
ー
プ
。
椎
茸
の

旨
味
が
溶
け
出
た
優
し
い
味

で
す
。

オ
ム
バ
ー
グ
は
ワ
ン
プ

レ
ー
ト
に
お
し
ゃ
れ
に
盛
り

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
サ
ラ

ダ
は
新
鮮
そ
の
も
の
、野
菜

は
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
で
し
っ
か

り
と
冷
え
て
お
り
、最
後
ま

で
お
い
し
く
い
た
だ
け
ま

す
。オ

ム
ラ
イ
ス
に
か
か
っ
た

深
み
の
あ
る
デ
ミ
グ
ラ
ス

住

所
北
上
市
大
通
り
１
―
３
―
26

電
話
番
号
０
１
９
７
―
７
２
―
８
１
７
７

営
業
時
間

ラ
ン
チ
11
時
〜
14
時

（
13
時
30
分
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
）

カ
フ
ェ
タ
イ
ム
15
時
〜
18
時

（
17
時
30
分
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
）

※
水
曜
の
み
ラ
ン
チ
ま
で
の
営
業

定
休
日
日
曜

駐
車
場
７
台

岩手県　社会福祉施設及び医療施設等
物価高騰緊急対策支援金のご案内

　現在県は、物価高騰による医療施設等の負担軽減を図るため、支援金を支給しています。
対象は社会福祉施設及び医療施設等を運営する法人・個人となります。受付締切が7月14日
㈮となっておりますので、忘れずに申請をお願いします。
◆支給額
　病院・有床診療所　20万円＋1床あたり1万円
　診療所・歯科　10万円
　　※特別高圧を受電する医療機関への加算4万円
◆申請期間
　2023年5月29日～2023年7月14日㈮まで　※当日消印有効
◆支給要件
　①4月1日時点で事業を実施していること
　②申請日において、事業継続の意思があること
◆対象者
　県内に所在する福祉・医療施設を運営する法人・個人
※公立（県立・市町村立）の医療機関は対象外
※保険診療機関の指定を受けていない病院・診療所・歯科診療所は対象外
※同一施設内で複数の診療報酬上の指定を受けている場合、いずれか一方のみ申請可能

◆申請方法
　ホームページまたは郵送（申請書類の受理から給付金の振込まで、ホームページから申請する
場合はおよそ4週間、郵送の場合はおよそ5週間を予定しています）

7月14日
締切！

詳細は岩手県のホームページをご覧ください。
https://iwate-syakaihukusi-iryoushien.jp/

お問い合わせ：社会福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金支給事務局
TEL 019-613-7001　受付時間9:00～17:00（平日のみ）

ソ
ー
ス
は
少
し
濃
い
目
で

す
が
、ふ
わ
ト
ロ
卵
の
オ
ム

ラ
イ
ス
と
一
緒
に
口
に
す
る

と
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
に
計
算

し
尽
く
さ
れ
た
味
へ
の
こ
だ

わ
り
を
感
じ
ま
す
。
厚
み
の

あ
る
ハ
ン
バ
ー
グ
は
お
肉
の

旨
味
が
凝
縮
さ
れ
、デ
ミ
グ

ラ
ス
ソ
ー
ス
と
の
相
性
抜
群

（
写
真
で
は
厚
さ
を
伝
え
ら

れ
な
い
の
が
残
念
。
丸
く
て

厚
み
の
あ
る
ハ
ン
バ
ー
グ
で

す
）。丁

寧
に
淹
れ
ら
れ
た
コ
ー

ヒ
ー
も
飲
み
や
す
く
た
っ
ぷ

り
の
量
が
嬉
し
い
。
食
事
や

自
家
焙
煎
珈
琲
の
テ
イ
ク
ア
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ト
も
あ
り
ま
す
。
他
の
料

理
や
デ
ザ
ー
ト
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食
べ
て
み

た
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な
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す
す
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す
。
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介
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︑
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介
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︒
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